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【重要】病院立ち入り基準の変更と対応について 

<第 12 版> 
 

2023 年６月 23 日（金）から 病院の立入り基準が変更になります。 

 

【変更】 

 
 

●以下に該当する方で受診を希望される方は、 

病院立ち入り前にお電話をください。 

 

① 37.４℃以上の発熱がある方 

② 咳、咽頭痛、鼻汁等の感冒症状がある方 

③ 新型コロナウイルス感染者と接触し７日以内の方 

④ 新型コロナウイルス感染症に罹患後 2 週間以内の方 

⑤ 新型コロナウイルス感染症に罹患後、症状が続いている方 

 

 

●病院に入る場合は、マスクの着用をお願い致します。 
 

 

 

以上 

 

      


